
【福岡県乳・障B親市町村助成拡大状況】 2010/7/1から翼互用

※更新時期により、実際の内容と表示が異なる場合があります。詳しくは、各市町村にお問い合わせ下さい。

については、平成22年 7月 診療分～ (今回改正分)

注1)“・一人暮らしの寡婦外来:1000円 /月 入院 :12000円 /月 (平成21年 10月 ～平成22年 9月 末)

一人暮らしの寡婦外来 :2∞0円 /月 入院 :240∞円/月 (平成22年 10月 ～平成23年 9月 末)

それ以外については、県制度と同様 (※北九州市のステーションも含む。)

保険者名 朧器
乳 翻 LBl」 hH吾者 L80J ひとり 90]

助成内容 自己負担 勘 成 肉容 自己負 担 勘成内容 自己負担

福岡県
入院・外来とも小学
南就学前

3歳未満
入院外来とも無
3歳以上
外来 :6∞円/月

入院 :5∞円/日

※月7日限度

身体障害者・知的障
害者・望複障害者理
神障害者(精神入院
稀 く)

※65詰以上は後期
高齢者医療制度加み
者のみ

外来 :500円 /月
入院 :500円 /日
(低所 :300円 /日 )

※月20日 睡

母 子塚 廷・ 父子 丞

庭・登育者家庭
※児童は小学校翻浮
後から13歳の年度
末まで
※lplL]一 人暮らし
の密婦確遍措置あ
り)

外 米 :岬 円 /月

入院 :500円 /日

※月7日限辰

一人事らしの必婦
l―平成22年9月末)

外来 :2000円/月
入院 :24000田 /月

久留米 i 004 入院:月 10日限度

直方市 005 入院外来とも無 入院月10日限度

飯塚市 006 入院外来とも無 入院外来とも無

初WII市 008 蝉呻八支市 011 入院外来とも無

筑後市 012 入院外来とも無

大川市 013 65歳以上
外来 :無

中間市 016 い学3年まで

宗像市 021 小学 1年まで

自若市 025 入院外来とも無
65歳以上
入院外来とも無

嘉麻市 027 入院外来とも無 入院外来とも無

みやま市 028 65歳以上
外来 :無

糸島市 029 4歳未溺
入院外来とも無

入院月10日限度

那コサ|1町 052 入院外来とも無

宇美町 054 入院:月 10日限度

篠栗町 055 入院:月 10日限度

志免町 056 入院月10日限反

須悪町 057 入院月10日限度

新自硼 058 入院 :無

ス山町 060 入院:月 10日限度

米8彊憂圧] 06¬ 入阿月10日限度

戸屋町 067 入院外来とも無

水巻町 068 Jヽ学3年まで 入院外来とも無 入院 月7日限度

岡lB町 069 入院外来とも無

淳雪町 070 入院外来とも篤

小竹町 071 入院外来とも無

鞍手町 072 入院外来とも無
勇歳以上
入院:月 10日限度

桂川町 075 入院外来とも無 入院外来とも無

広川町 103 入院外来とも無

苅田町 120 中学3年まで
入廃月10日睡
外来 :無

吉富町 125
小学校就学前 入院外来とも無 入院:月 10日限度

中学3年まで
入院:月 10日 限度
外来 :800円

身体障害者手帳3絹
9Q50以上)

み 0「 134 小学6年まで

北九州市 401 入院外来とも無
入院外来とも無
ただし、訪間吾種基本
利用料 1割負担

注1)

福岡市 501 入院外来とも無 入院外来とも無 注1)



業上町 子ども医療費支給制度について

銘上町では、平成22年 7月 上日から、小学生および中学生の医療費を助成する「子どもに療費
支給制度ゴを新設することとなりました。この制度を導入していただくにあたり、助成の内容につい
てお知らせいたします。

1_員給対象者

小学校就学後 (6講 に逢する日以降●最初の4月 1日 )から      ド

中学校終了前 (15歳に達する日以降の最初の3月 31日 )までのお子さん

※生活保護の受給者、福祉施設 (医療貴が措置される施設)に入所中の方は対象外です。
X保護者の所得制限はありません。

2.医療証について

受給対象となるお子さんに「予ども医療証」(下記様式〕を交付します.

医療 証 の色 ― ピンク也

有 効 期 限 -15歳に達する日以降の最初の3月 31日 までとなPpています.

負担者番 号 -81401325 呼L幼児医療」と同じですロ
受給者番 号 一 過去に呼L勁児医療Jの受給資格があった場合は、「手L幼児医療」と同じ

受給者番号になっています。
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3,一部自己負担金について
「子ども臨療」の一部自己負担金は、「手L助児医療」の年齢匡分3歳以上と同額ですc

「子ども医療証」の提示があった場合は、下記の一部自己負担全の額を惹口で徴収とていた
だきますようお願いします。

(一部自己負担全の領)

入 院 :1医療程関につき、1日 S00円を7日 分まで
タト来 11医療揺関につき、1月 600円まで
調 剤 :無 料

X入院H寺の食事代、居住貴およぴ医療峠険適用外の費用については本人負担.

4.「子ども区祭証」とも「障害者医療証Jおよび「ひとり親家庭等区陳証Jとの優先順位について
本町では、「障害者医療譴」および「ひとり親家庭等医療証Jを指持ちの方にヽ 「子ども医療

証」を交付し.負担り,ない帝J度の勁成を受けてよいこととしてぃますDな 口で複数の医痔証
の提希があった場合は、下記を参考に受給者の負担の少ない方の制度を適用していただき
ますようお願いします。
なお、一部自己負担金の額が同じ場合 (「 子ども医療」と「ひとり親医療Jの人院等)は、
「子ども医療」以クトの医療を優先して適用していただきますようお願いします。

く各制度の一部自己負担金>

子為 医療 500円 /日 ・(月 上限7日 分) 609田 /月 無料

障害者医療
(繰 税)300開 /日 (月 上限20日 分)

(非諜執)300円 /日 (月 上膜20日 分〕
500円 /月 無料

ひとり親医療 500円 /日 (月 上限7自 分〕 800円 /月 無料

く各制度の優先順位>

障害者医療証

十

子どもに廉註

(課 税)… 7自 以内 (障〕優先

3日 以上 玉王)優先

幹 課税)-11日 以内 (障)優先

12日 以上 (子〕霊血

(障〕優先 (障〕優先

ひとり親憾療証

+   '

子どヽ 匡焙証

(親〕優先 螂 (子)優先



5.併用できないrA■費負担医療が適用される場合
国や県が実施する、子どもE療と併用できない公貴負担区庶 (自 立支援医療、義育医療、特

定疾患等)が適用される場合は、その/4k費
負担医療の自己負担額を憲日で徴収していただき

ますようお願いします。
受給者が後日その領収書をもって集上町ヽ申請することで、子ども医療リー部自己負担金の
額とり差額が払いFとになります。

6_子ども区庫貴の請求方法について
「子ども医療黄」につきましては、現行の「手L幼児医療告」と同じ方法で(福岡県国民健康保

険団体連合会の審査を経て)ご請求くださぃますよぅ帯願いしますコ
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